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青森市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 
１ 制定理由 

令和 7 年度の税制改正（給与所得控除の引き上げ）に伴い、国は第 9 期介護保険事業計画期

間（令和 6年度～令和 8 年度）の保険料水準を維持するため、令和 8年度の賦課に限り、改正

前の基準で所得を判定する特例（みなし課税）を設けた。 

しかしながら、この特例を一律に適用した場合、「市民税は非課税であるのに、介護保険上は

課税者とみなされる」ことで保険料が大幅に上昇するケースが発生することが判明した。 

こうした制度上の不整合による不利益を解消し、適正な負担を維持するため、市が対象者を

特定し、申請によらず職権で減免を行えるよう、所要の改正をするため制定するものである。 

 

２ 背景・経緯 

（１）税制改正と「国の特例」による影響 

令和 7 年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が 55 万円から 65 万円へと引き上

げられた。 

これに伴う保険料収入の減少を防止し、第 9 期計画期間内の算定基準を維持するため、国

は令和 8 年度の第 1 号保険料に限り、給与収入が 55 万 1 千円から 190 万円未満までの者を対

象に、引き上げられた控除分（最大 10 万円）を合計所得金額に加算して判定する特例（みな

し課税）を設けた。 

 

（２）「国の特例」による不利益の発生（課題） 

当該特例を適用すると、ケース②のように市民税の非課税限度の範囲内で就労調整等（就

労増収）を行い、本来であれば市民税の非課税が維持される者についても、この特例により、

市民税が課税者としてみなされるため、昨年度よりも保険料段階（保険料額）が上がる者が

生じることになる。 

区分 令和 7 年度（改正前） 令和 8 年度（改正後） 

ケース① 

（問題なし） 

市民税：課税 

介護保険料：第 6 段階（90,000 円） 

市民税：非課税 

介護保険料：第 6 段階（90,000 円） 

※国の特例により据え置き 

ケース② 

（課題あり） 

市民税：非課税 

介護保険料：第 1 段階（23,300 円） 

市民税：非課税 

介護保険料：第 6 段階（90,000 円） 

※国の特例により大幅に上昇 

 



令和３年２月３令 和８年５ 月２１日 
民生環境常任委員協議会 
福 祉 部 介 護 保 険 課 

 

2 

 

 

（３）市の対応（特例減免の実施） 

介護保険法第 142 条の規定では条例で定めるところにより介護保険料の減免ができること

とされているところ、国においては、市民税の非課税限度の範囲内で就労調整等を行った場

合には、保険料の算定において、市民税非課税者として判定する保険料段階まで減免するこ

とができることとされた。 

ケース②のように、「市民税は非課税であるのに介護保険料のみ課税者扱いとなり、負担が

増加する」という不利益を解消するため、上昇した保険料を減免し、元の段階（第 1 段階等）

に戻す措置を講じる必要がある。 

 

【図解】特例減免が必要な理由（ケース②：就労調整で収入が増えた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改正内容 

本市においては、現行条例では減免に申請を要することとしているが、国から、今回の特例

減免に関し、申請・認定に係る事務負担を軽減するため、申請によらず職権により減免を行う

ことが可能と示されたところであり、市長が特に認める場合には申請によらず減免を行うこと

ができるよう見直すものである。 

 

４ 施行期日 

公布の日 

 

令和7年度（改正前）
令和8年度

（特例減免なし）
令和8年度

（特例減免後）

収入：90万円

就労調整
(収入増) 収入：100万円 収入：100万円

給与所得控除：55万円 給与所得控除：65万円 給与所得控除：65万円

所得：35万円(非課税) 所得：35万円(非課税) 所得：35万円(非課税)

↓
↓ 国の特例(みなし課税)

※最大10万円加算
↓ 国の特例(みなし課税)

※最大10万円加算

介護保険料 第１段階
（23,300円）

介護保険料 第6段階
（90,000円）
※大幅アップ

特例減免
(市の対応) 介護保険料 第1段階

（23,300円）
※元の段階に戻す


